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地域座談会（中央公民館会場） 意見交換記録 

と き  平成２７年５月１５日（金曜日） 

午後７時３０分から午後８時５０分 

ところ  中央公民館 

参加者  １８人 

番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

１ 朝６時３０分

の屋外チャイ

ム放送につい

て 

●今日から朝６時３０分の屋外チ

ャイム放送がなくなったが、地区

ごとに、流す流さないを選択する

ことは可能なのか。 

●放送する地区を設定することが

できます。自治会で地区の皆さん

の意見を集約していただき、放送

の実施を要望される場合には、検

討します。 

●自治会の総意として要望があれば対応します。（総務

課） 

２ 今年４月から

配置された自

治会相談員に

ついて 

●自分の自治会を担当する相談員

に対して、直接住民が相談しても

良いと思っていたが、自治会長を

通して自治会相談員につなげるよ

うに言われた。自治会相談員のし

くみがもう少しよく分からないの

で、説明してほしい。 

●町報等でお知らせしましたが、

今年から自治会相談員を配置しま

した。自治会と役場をつなぐ役目

をするもので、基本的にはその自

治会に在住の役場の職員（いない

場合には近隣在住の職員）を配置

しています。また、配置の要望が

あった自治会のみに配置していま

す。 

自治会から相談したいが、どこに

相談すればよいか分からない。例

えば、「猫が道で死んでいるが、ど

●回答のとおりです。（総務課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

こに相談すればよいのか」という

ようなときには、自治会相談員を

活用してください。ただし、自治

会には大勢の方がおられますの

で、住民の方から自治会相談員１

人に対して相談されると、対応し

きれなくなります。今のところは

自治会のご意見を自治会長にまと

めていただき、それを自治会相談

員が対応したり、次につなげたり

するようにしたいと考えていま

す。 

３ 庁舎統合によ

る公民館機能

の移転につい

て 

●総合窓口が北条健康福祉センタ

ーに設置されるということだが、

公民館の機能もあわせて設置する

となっている。今後は公民館を使

用せず、健康福祉センターを利用

するのか。 

●中央公民館２階の会議室には階

段で上がるため、高齢者の方は大

変だという声を聞いている。 

●公民館も引き続き使用します。

管理する職員等は北条健康福祉セ

ンターに配置するということで

す。 

 

 

●北条健康福祉センター１階にも

広い部屋があります。そちらもご

利用ください。 

●回答のとおりです。（総務課） 

４ 庁舎統合につ ●庁舎統合後、北条庁舎はどのよ ●正式には決まっていません。例 ●共有の財産である町有地を、著しく安く売り出すこと
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

いて うに利用するのか。 

 

 

 

●合併は２つのものを１つにし

て、経費を削減することが大前提

である。自分の場合は年間に何度

も役場に行くことはなく、庁舎が

由良宿になっても、何ら差し支え

がないように感じている。 

２つの庁舎を維持することは、財

政を苦しくするばかりなので、税

金を上げるのか、小さな行政府に

するのかになるので、今ある既得

権がなくなるのは駄目だという考

え方は違うのでないか。 

●財政が苦しいなら、町有財産を

もっと払い下げてはどうか。町有

地を宅地にして安い価格で売り出

せば、そこに人が来るのではない

か。人口が増えれば、町の発展に

もつながる。北栄に住むことを選

えば、現在北条庁舎の２階を利用

されている鳥取中部ふるさと広域

連合等に、利活用していただけれ

ばありがたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はできませんが、積極的に売払うことを前提に売却を進

めていきます。（総務課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

んでもらうには、何かメリットが

なければならない。安い価格で販

売してよいのかということは分か

らないが、町の資産で利用できる

ものはどんどん利用しなければな

らない。 

●北条地区の人にとって庁舎統合

は「遠くなる」という思いがある

から、北条地区での座談会回数を

増やして理解してもらおうとして

いるのではと思うが、こういう問

題こそ、行政判断でやっていくべ

きだと思うし、参加者が少ないと

いうことなら、自治会に働きかけ

て強制的に地区に集まってもらっ

て説明した方がよいのではない

か。 

●町の予算について、毎年歳入歳

出の説明資料を作成されるが、５

年後にはどうするのかという目標

を立ててもらい、５年たった時に

振り返ってみることが必要。財政

 

 

 

 

 

 

●北条地区での回数を増やしたの

は、「遠くなる」という感情につい

て、説明することで少しでもご理

解いただこうというものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●希望自治会には出向いて説明しますので、７月の自治

会長会でも周知します。（総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●町の財政は国の情勢などにも大きく左右されますの

で、個別具体的な財政目標を持つことは困難ですが、取

り組みが分かりやすく伝えることができるよう工夫し

ていきます。（総務課） 



 5 

番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

節減を町はやっているなと思って

もらえるよう、町民に分かりやす

くする工夫が必要だと思う。 

●庁舎統合のため、大栄庁舎の改

修予算が１．４億円と試算されて

いるが、結果は「もっと高かった」

というような間違った情報を出し

てしまうと、信頼されなくなる。

必要な経費なのだから、高くても

できるだけ正確な情報を提供する

ことが町への信頼につながるので

はないか。 

●北条地区にも何か残したいと言

われたが、自分としては閉鎖して

解体するという選択肢があっても

よいのではないかと思う。残せば

維持管理費が残ることになる。 

 

 

 

●資材の高騰を始め、様々な要因

で金額が変わることは考えられま

すが、業者等に見積もってもらっ

たもので、資料の数字は今出せる

一番正確な数字となっています。 

 

 

 

 

●庁舎を誰も引き受けてくれない

ということになれば、解体という

ことも考えています。 

５ 臨時職員につ

いて 

 

 

●職員数は平成１７年１９９人か

ら平成２７年１７８人と２１人減

っているが、臨時・パート職員は

増えているのではないか。 

●臨時・パート職員は賃金が低く、

●具体的な数字は手元に資料がな

いため答えられませんが、それほ

ど変動していないと思います。 

 

●こども園等については、子ども

●回答のとおりです。（総務課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

格差社会をつくる一因と一般的に

言われている。行政の仕事の中で、

正規職員と同数程度の臨時・パー

ト職員が働いていることについて

は理解ができない。特にこども園

等は臨時職員の方が多いのではな

いか。このような体制をいつまで

続けるのか。また、臨時・パート

職員が正職員になる道はないの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の人数に応じて保育士の配置人数

が決まります。少子化の影響で子

どもの数が減れば、配置人数も減

ることから、正規職員を１人配置

したうえで、子どもの人数に応じ

て臨時職員を配置しています。正

規職員を配置すると少子化で子ど

もが減った時に採算が取れなくな

ります。 

事務についても同じことが言えま

すが、国の新しい補助事業が入っ

た場合には、臨時で対応していく

ことが多いです。恒常的な業務に

も臨時職員を配置しているところ

があります。 

正職員になるには、試験を受けて

いただくしかありません。 

●（町長）確かに臨時職員は増え

ています。特にこども園は発達支

援が必要な児童も増えています。

年によって状況が違いますので、

その都度職員を採用するのは難し
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小・中学校には事務専門の先生

がいるが、こども園には事務担当

がいないのか。 

いです。北栄町のこども園は手厚

く職員を配置しており、基本的に

は各クラスに正職員の保育士を充

てていますが、産休の場合に臨時

職員が入ることもあります。それ

ぞれのクラスを２人体制にしてい

ますので、どうしても臨時職員が

いっぱいになります。また、正職

員に比べれば差はありますが、手

当も増やしました。 

●現在、社会保険を支払っている

臨時職員は１４９名で、それにパ

ート職員がプラスとなります。 

●学校には県費でまかなわれてい

る事務職員がいます。 

こども園になった時に、幼稚部

長・保育部長をつくりました。以

前は所長が事務を行っていました

が、今はその部長が総括と事務を

行っています。 

６ 旧中央保育所

の施設につい

●中央保育所がなくなる時、施設

はシロアリがいて、使いものにな

●使っていただけるところがある

なら、ぜひ使っていただきたいと

●現在の利用者からはシロアリ被害の報告はありませ

ん。（総務課） 
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番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 対応（担当課） 

て りませんと説明された。しかし、

事業所に貸出している。何年ぐら

い使うのか。 

思っています。シロアリのことは

聞いていますが、今どうなってい

るかは分かりません。また報告さ

せてください。 

 


